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証明書コンビニ交付サービス停止のお知らせ
● 令和８年６月11日（木）
※ 通常は６時30分～23時までマルチコピー機がある
コンビニなどで各種証明書の発行ができます。

〈各種証明書〉
　・課税証明書　　　　・納税証明書
　・所得証明書　　　　・所得・課税証明書

　システムメンテナンス実施に伴い、
右記の期間はコンビニ交付サービス
において税関係の各種証明書の発行
ができません。
《お問い合わせ先》
高山村役場　税務会計課
☎0279－63－2111（内線31）

■協賛金（個人・企業）：１口5,000円より
　どなたでもご参加いただけます。皆さまからの
ご支援お待ちしております。
※ 個人協賛・企業協賛いただいた方の中で、許可
をいただいた場合は当日のプログラムに掲載し、
会場にて読み上げさせていただきます。（掲載と
読み上げの有無ついては、選択できます。）

広報６月号と一緒に毎戸配布したチラシをご確
認ください。

■メッセージ花火：１口10,000円より
   受付期間：６月８日（月）から６月16日（火）
   先着15名様
　お子さまの誕生や成長のお祝い、金・銀婚式や
ご長寿のお祝い等の記念にメッセージ花火はいか
がですか？当日、会場でメッセージを読み上げた
後に、メッセージごとに内容に合わせたオリジナ
ルの花火が１発～数発打ち上げられます。
※ 申込みされる方は、専用の申込み用紙を地域振
興課にてご用意しております。

《お問い合わせ先》　ふるさと祭り実行委員会事務局　高山村役場　地域振興課　☎0279－26－7944（直通）

～花火大会の協賛募集～ 地域の皆さまとつくる、夏の風物詩

締め切り　６月30日（火）

～出店者募集～

上州高山村ふるさと祭り
　「上州高山村ふるさと祭り」は、村民皆さまに夏の風物詩として親しまれ、今夏で43回目を迎えます。
花火大会やお笑いライブなど、さまざまな企画をご用意して、皆さまのご来場をお待ちしております。

開催日　令和８年８月11日（火・祝）

　会場を一緒に盛り上げてくださる出店者さまを募集しております。
●出店内容：飲食・雑貨や工芸品の販売・ワークショップなど
●出 店 料：１ブースあたり　5,000円
※出店希望者が多数の場合は、事務局にて調整させていただく場合があります。

　毎年多くの方に楽しんでいただいている「上州高山村ふるさと祭り」の花火大会。今年も思い出に残
る夏の夜をつくるため運営資金となる協賛金を広く募集いたします。ぜひご協力をお願いいたします。

●協賛金の受付は、週末や時間外でも受け付けております。

【 】
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● 令和４年度現況届から、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則不要と
なりました。
　ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。

● 変更事項があった方は届出てください。

令和８年度の後期高齢者医療資格確認書について

児童手当の現況届について

　昨年度は後期高齢者医療制度に加入のすべての方へ資格確認書を送付いたしましたが、本年度は次の
いずれかに該当する方へ８月１日から使える資格確認書を７月中に送付します。（年齢の基準日は令和８
年８月１日）

　① 85歳以上の方
　② 84歳以下で日常的にマイナ保険証をご利用されていない方
　③ 事前に役場窓口で資格確認書の継続交付を申請された方

該当されない方に資格確認書は送付されませんが、引き続きお持ちのマイナ
保険証で医療機関等を受診くださいますようお願いいたします。

《お問い合わせ先》　高山村役場　住民課　　　　　　☎0279－63－2111（内線65）　　　　　　　　　群馬県後期高齢者医療広域連合　☎027－256－7171

① 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が
高山村と異なる方

② 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
③ 離婚協議中で配偶者と別居されている方
④ 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
⑤ 「監護相当・生計費の負担についての確認書」
を提出し、22歳年度末までの子（多子加算算定

対象者）が学生以外の方
⑥ その他、高山村から提出の案内があった方
※ 現況届の提出が必要な方には６月上旬に様式を
送付しますので、令和８年６月30日までに提出
をお願いします。提出がない場合には、８月分
以降の手当が受けられなくなりますので、ご注
意ください。

① 児童を養育しなくなったことなどにより、支給
対象となる児童がいなくなったとき

② 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき（他
の市区町村や海外への転出を含む）

③ 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
④ 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った
とき、または児童を養育していた配偶者がいな
くなったとき

⑤ 受給者の加入する年金が変わったとき
⑥ 受給者が公務員になったとき
⑦ 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

⑧ 国内で児童を養育している者として、海外に住
んでいる父母から「父母指定者」の指定を受け
るとき

⑨ 大学生年代（19～22歳）の子について「監護相
当・生計費の負担についての確認書」を提出し
多子加算の算定対象
者となっていたが、
当該子の監護または
生計費の負担をしな
くなったとき

《お問い合わせ先》　保健みらい課　福祉係　☎0279－63－1311
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《お問い合わせ先》　高山村役場　住民課　☎0279－63－2111

「行政相談・人権相談」の合同相談会について

(第十二回特別弔慰金)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

高山村ガイドボランティアの会　講演会開催のお知らせ

　国など行政機関の仕事に対する苦情や困っていることがあるが、どこに相談してよいか分からないこ
とや、いじめや児童虐待、インターネットによる人権侵害ほか、家庭内や近所のもめごと、人権問題や
困りごとなどで、悩んでいる方はお気軽に下記合同相談会へお越しください。（料金は無料で、秘密は固
く守ります。）

●支給対象者
　令和７年４月１日（基準日）時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法によ
る遺族年金」等を受ける方（戦没者等の妻や父母）がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一
人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
１  令和７年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
２  戦没者等の子
３  戦没者等の ①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
４  上記１～３以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等）
※ 戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を有していた方に限ります。
●支給内容　額面27万５千円、５年償還の記名国債
●請求期間　令和７年４月１日から令和10年３月31日まで
　　　　　　この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
　　　　　　（まだ、請求されてない方がおりますので、ご請求ください。）
●請求窓口　お住まいの市区町村の援護担当課
●留意事項　特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。
　　　　　　ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。

●日時　令和８年６月21日（日）　午後２時00分から
●受付　午後１時30分から　　　※事前申込み不要
●会場　役場２階大会議室　　　●講師　荒木　毅 氏
●演題　「高山村の尻高氏」

　なお、合同相談会へお越しになれない
方につきましても、人権相談につきまし
ては左記のとおり前橋地方法務局および
各支局で常設の電話相談等を受けており
ますので、お気軽に御利用ください。

◎行政相談・人権相談の合同相談会
●と　き　６月11日（木）午前９時～12時
●ところ　高山村役場　２階　会議室

『みんなの人権110番』
　・電話番号：0570－003－110
　・受付時間：平日８時30分～17時15分
『インターネット相談』
　・URL：https://www.jinken.go.jp/

《お問い合わせ先》
　前橋地方法務局人権擁護課
　☎027－221－4466（代表）

《お問い合わせ先》
高山村役場　地域振興課　☎0279－26－7944（直通）
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じん臓・小腸機能障がいの患者の方へ
通院交通費の補助について

　高山村では、じん臓または小腸機能障がいにより、人工透析療法や中心静脈栄養法、もしくは経腸栄
養法による医療を受けるために、通院に要した交通費を補助する制度があります。
●補助対象者
　次の①～⑤全てに該当する方
　①高山村に住所のある方
　②じん臓または小腸機能障がいによる、身体障害者手帳をお持ちの方
　③通院により、人工透析療法や中心静脈栄養法、もしくは経腸栄養法による医療を受けている方
　④市町村民税非課税の方
　⑤生活保護法による医療扶助等受けていない方
●申請受付期間
　６月１日から６月30日までの平日
　※補助額は、通院距離等により異なります。

《お問い合わせ先》　高山村役場　保健みらい課　福祉係　☎0279－63－1311


